
都城市ＰＲロゴ利用の手引き

宮崎県都城市
令和６年１２月改定版



目次

Ⅰ 申請手続きについて…２P  ～８P
利用申請の方法や留意事項など

Ⅱ デザインについて……９P  ～10P
ＰＲロゴを使ってデザインする場合のルール

Ⅲ その他…………………11P～13P
利用できるもの、利用できないもの

都城市ＰＲロゴ

1



Ⅰ 申請手続きについて

都城市ＰＲロゴを利用される場合は、新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が
報道目的に利用する場合や個人で楽しむ場合を除き、直接利用しようとされ
る方からの事前の申請による許可を得ることが必要です。

①申請書
②利用する商品等の見本

※見本が添付できない場合、写真や原稿等

確認できるものでＯＫです

③企業・団体等の概要書
（パンフレット等）

※個人の場合はプロフィルや活動内容が分

かるものを添付してください。

食品に利用する場合は、次の書類を
各１部、併せて提出してください。

④製造若しくは販売に係る保健所の
営業許可証（写）又は県内各店舗
ごとの業務開始報告書（写）

⑤製造または販売する店舗一覧
（様式自由）
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〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
都城市観光スポーツＰＲ部みやこんじょＰＲ課

TEL：0986-23-2615
FAX：0986-25-6200
E-mail：m-pr@city.miyakonojo.miyazaki.jp

提出先

申請書はホームページからのダウンロードまたは

みやこんじょＰＲ課からファクスにてお送りします。

※新聞・テレビ・雑誌等報道機関が報道目的に利用する場合は除きます。
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許諾番号の表示
「都城市PRロゴ利用許諾第○○○○号」

または「都城市PRロゴ ＃○○○○」

都城市PRロゴ
＃○○○○

都城市PRロゴ
＃○○○○

都城市ＰＲロゴ
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都城市PRロゴ利用許諾第○○○○号

都城市PRロゴ利用許諾
第○○○○号

または

または

注：許諾番号の表示は適宜折り返してかまいません。
ロゴ近傍に表示できない場合は、許諾されたものと一体となると
ころに表示してください。
例）ポロシャツ：タグや説明書、ポスター：右下余白部 等



申請書に記載する内容が多い場合
は、別紙で提出してください。
※申請には、添付書類が必要です。

申請後に種類を増やしたいなど、
現在利用中で内容を変更する場合
には、変更申請が必要です。
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商品等の場合は、完成品を提出してください。
ホームページや広告、印刷物等の場合は、印刷したもの等を
提出してください。
※現物が送付できない場合は、写真等を送付してください。

ＰＲロゴの適切な利用を図るため、利用の状況、利用した物
件の販売状況等について報告を求め、又は必要な調査を行う
ことがあります。

商品（見本）の現物か、その写真やイラストなど、ＰＲロゴ
をどのように利用するか具体的にわかるものが必要です。
特にどこに、どのような大きさ・色で使うのか明記してくだ
さい。

都城市ＰＲロゴ

6



利用に起因する
問題が生じた場
合には、利用者
が速やかに対処
する責任を負う
ものとし、都城
市は一切の責任
を負いません。

利用に当たって
は、製造物責任
における責任の
所在を明らかに
する表示をはじ
めとした関係法
令を順守し、消
費者等に誤認や
誤解を与えない
ようにしてくだ
さい。

利用許諾は、都
城市がＰＲロゴ
を利用すること
を許可するもの
であり、利用許
諾を受けた者に
権利が発生する
ものではありま
せん。また、ほ
かの申請者の同
様の申請を妨げ
るものではあり
ません。

留意事項① 留意事項② 留意事項③

ＰＲロゴの利用
許諾を受けた者
は、許諾を受け
た権利を譲渡又
は転貸すること
はできません。

留意事項④
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(1) 法令及び公序良俗に反すると認める場合
(2) 市の信用又は品位を害すると認める場合
(3) 第三者の利益を害すると認める場合
(4) 特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると

認める場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条に定める営業を行う者が利用する場合及びこれ
らの者が商品等を販売する場合

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７
７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下この号において「暴力
団」という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下この
号において「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と
密接な関係を有する者が利用する場合

(7) ＰＲロゴの利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると
認める場合

(8) ＰＲロゴのイメージを損なうおそれがあると認める場合
(9) ＰＲロゴを著しく変形していると認める場合
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Ⅱ デザインについて

都城市ＰＲロゴ

ＰＲロゴの色は指定色があります。カラー印刷の場合は、原則として指定
色で印刷してください。色を変更する場合には、デザインの段階で確認を
行いますので、申請書に色が分かる見本を提示して許諾を得てください。
単色印刷の場合は、単一色での利用となります。

〈指定色〉

Ｃ20％、Ｍ83％、Ｙ100％、Ｋ0％

Ｋ100％

〈黒１色〉

Ｋ60％

Ｋ100％

落款
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都城市ＰＲロゴ

たて・よこ比率がかわるなど
ＰＲロゴの図形を
変形しているもの

文字をそれぞれ、切り離して
利用するもの

横に縮めすぎ

縦に縮めすぎ
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Ⅲ その他

都城市ＰＲロゴ

①市内で生産または加工された農林畜産物や加工品（食品・木材・工業製
品等を含む）

②市内の事業所が加工した菓子類や弁当等の包装紙や紙類
③その他市のＰＲ及びイメージアップに寄与すると認められるもの

①企業名や企業ロゴとしての利用
②その他ＰＲロゴや市のイメージを損なうもそれがあると認められる場合
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都城市ＰＲロゴ

ＰＲロゴは、「都城」の文字であることから、消費者に対して、産地を想
像させます。産地の誤解を招かないよう、食品へ利用する場合は、市内で
生産・加工されたものに限ります。

製造もしくは販売に係る
「保健所の営業許可証
（写）」、「市内店舗ごと
の業務開始報告書（写）」

「製造または販売する店舗
一覧」（様式は自由）

① ②
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都城市ＰＲロゴ

都城市ＰＲロゴ利用の手引きは、皆様が利用しやすいように随時見直しま
す。また、問い合わせの多い事項については、Ｑ＆Ａとして整理し、皆様
にご提示していきます。

都城市観光ＰＲ部みやこんじょＰＲ課

〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
TEL：0986-23-2615
FAX：0986-25-6200
E-mail：m-pr@city.miyakonojo.miyazaki.jp
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